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頁 行 改正前 改正後

p.145 10行目 ８　再発給申請 削除

p.150 14行目
③　旅券の発給を申請した者又は旅券の再発給
申請をした者が当該旅券の発行日又は再発行日
から６ヵ月以内に旅券を受領しなかったとき。

下線部削除

p.150 20行目
⑥　紛失・焼失した旅券については、新たな旅
券が再発行されたとき。

⑥　紛失・焼失した旅券については、その旨の
届出をした時点で失効し、官報に告示される。

p.150 21行目 ⑦　紛失・焼失した旅券～発行されたとき。 削除

p.152 表中７行目 基本台帳カードなど 基本台帳カード（写真付き）など

p.154 ７行目 (7)　数次往復旅券の発給手数料
(7)　数次往復旅券の発給手数料　※IC旅券と
なったため、ICチップの実費が1,000円が上乗せ
された。

15,000円 16,000円

13,000円 14,000円

10,000円 11,000円

8,000円 9,000円

3,000円 4,000円

p.154
19行目～ｐ.155
８行目まで

８　再発給申請 全文削除

p.155 12行目 主な切替申請は以下の３つがある。 主な切替申請は以下の４つがある。

p.155
18行目のあとに
追加

③　旅券の記載事項に～場合を除く）。
③　旅券の記載事項に～場合を除く）。
④　旅券が著しく損傷したとき。

ｐ.156 16行目
②　発給を受けた旅券又は再発給を受けた旅券
の名義人が…

下線部削除

p.158 ２行目
海外にて旅券を紛失・盗難・焼失した場合、旅
券の再発給にあたっては、…

海外にて旅券を紛失・焼失した場合、旅券の新
規発給にあたっては、…

p.158 ８行目
①　紛失・盗難・焼失した旅券は、「帰国のた
めの渡航書が発行された時点で失効する。

①　紛失・焼失した旅券は、その旨の届出を提
出した時点で失効し、官報に告示される。

p.159 30行目 問４ 全文削除

p.160 13行目 問６ 全文削除

p.160 19行目 問７　ａ） 削除

p.160 23行目 問８ 全文削除

p.161 12行目 問９　ｄ） 削除

p.161 15行目 問10　ａ） 削除

p.162 ７行目 問12　ａ） 削除

p.163 13行目 問４ 全文削除

p.163 20行目 問６ 全文削除

p.164 1行目 問８ 全文削除

p.164 ９行目
問９
ｄの「記載事項変更申請」は、氏名、本籍地の
変更であれば可能である。

下線部削除

p.164 12行目
問10
ａの再発給される旅券の有効期間はよく覚えて
おこう。

下線部削除

p.164 21行目
問12
ａとよく間違えやすいので注意すること。

下線部削除

p.165 ５行目 ４．再発給申請事由をそれぞれ述べなさい 削除

p.217 表中 マカオ　20日以内 マカオ　90日以内

p.226 14行目 国際線を除く新東京国際空港（成田）又は…
国際線を除く成田空港、羽田空港（国際線同
額）又は…

p.226 表中 新東京国際空港（成田） 成田空港、羽田空港

p.235 表中 ③ラム・ジン・ウオッカ・リキュール類 ③ラム・ジン・ウオッカ類

p.235 表中 ④しょうちゅうなど ④リキュール・しょうちゅうなど

p.235 表中 １本につき6.5円 １本につき7.5円

p.235 30行目 …200×１本6.5円 …200×１本7.5円

p.236 １行目  ＝1,300円  ＝1,500円

p.240 11行目
問11
a）ウイスキー4本を…

問11
a)ウイスキー（750ml）4本を…

p.240 13行目
ｃ）外国製タバコ300本を持ち込むときの課税額
は650円である。

ｃ）外国製タバコ300本を持ち込むときの課税額
は750円である。

p.244 16行目

問11
ｃ)タバコは１本6.5円である。外国製タバコは
200本まで免税なので100本に対して課税され
る。よって、100本×6.5円＝650円となる。

問11
ｃ)タバコは１本7.5円である。外国製タバコは
200本まで免税なので100本に対して課税され
る。よって、100本×7.5円＝750円となる。
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表中p.154

制度改正・税法改正に関する変更箇所のお知らせ

「旅券の再発給」制度の廃止、税法改正につきまして、以下にまとめましたのでご参照ください。

電車でおぼえる 総合旅行管理者Ⅲ 海外旅行実務①


